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Introduction

　この行動計画は「次世代育成支援対策推進法」及び

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に

基づき、職員が仕事と子育ての両立を図ることができる、

働きやすい職場づくりの推進を目的としたものです。

　本町においては、平成２８年に策定した計画を令

和２年度に改訂し、計画を通した職場環境の向上及

び職員の個性と能力が十分に発揮できる環境の実現

に向けて取り組んできました。

　今後も、具体的かつ実効性のある方策を定め、職

員全体のワークライフバランスの実現を目指すとと

もに、仕事と子育ての両立ができる職場づくりの推

進に向けた取り組みを一体的に推進します。

はじめに



General remarks
総　論

01 計画の位置付け

　この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づく本町の特定事業主行動計画及び女性活

躍推進法に基づく特定事業主行動計画を兼ねる計画として、国の行動計画の策定に関する

指針に即して策定し、公表するものです。

02 計画期間

　計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。

03 計画の主体

　この計画は、本町の任命権者である町長、町議会議長、教育委員会、選挙管理委員会、

代表監査委員、農業委員会により策定しています。



妊娠中及び出産後における配慮

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について

　 周知徹底を図ります。

② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図ります。

③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行います。

④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じない

 　こととします。

子どもの出生時における父親の特別休暇取得の促進

　配偶者の出産における父親（職員）の特別休暇取得率について、平均して高い水準と

なっており、年次休暇や育児休業と併用して休暇を取得する職員も年々増加しています。　

　一方、未取得の職員もいることから、配偶者の出産における特別休暇の存在及び取得可

能日数を対象職員へ周知徹底し、家事や育児の参加を行うことができるように、取得を推

進していきます。

Specific content
具体的な内容

01 職員の勤務環境に関するもの

年度 該当者数 取得者数 取得率 平均取得日数

Ｒ２ ３人 ３人 １００％ ２.７日

Ｒ３ ７人 ７人 １００％ ２.５日

Ｒ４ ３人 １人 ３３.３％ ５日

Ｒ５ ５人 ３人 ６０％ ５日

Ｒ６ １人 １人 １００％ ３日



育児休業等を取得しやすい環境の整備

【男性職員】

【女性職員】

　

　女性職員の育児休業については、今後も継続して取得率１００％を目指します。

　男性職員の育児休業については、近年取得者数が増加傾向にあるため、引き続き育児

休業が取得しやすい職場環境の醸成及びサポート体制の整備を推進し、取得率の更なる

向上を目指します。

年度 該当者数 取得者数 取得率

Ｒ２ ５人 １人 ２０％

Ｒ３ ６人 ０人 ０％

Ｒ４ ３人 ０人 ０％

Ｒ５ ５人 ３人 ６０％

Ｒ６ １人 １人 １００％

年度 該当者数 取得者数 取得率

Ｒ２ ２人 ２人 １００％

Ｒ３ ４人 ４人 １００％

Ｒ４ ４人 ４人 １００％

Ｒ５ １人 １人 １００％

Ｒ６ ０人 ― ―



育児休業取得率向上のための取組み

① 育児休業及び部分休業制度等の周知

・育児休業の取得手続や経済的な支援等について情報提供を行います。

② 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成

・育児休業の取得の申出があった場合、当該部署において業務分担の見直しを行い、

　サポート体制を整備するとともに職場の意識改革に努め、育児休業等が取得しやすい

　雰囲気の醸成を図ります。

③ 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用

・各部署の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難な際は、　

　臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保を図ります。

④ 育児休業に伴うキャリア形成について

・育児休業等を利用したことによって，昇格や昇給に

　不利益となるような取扱いはせず、職員の昇格や

　昇給の判断は人事評価など職員の能力及び実績に

　基づいて実施します。

以上の取組みを通じた育児休業等の取得目標数値

男性：７０％　　　女性：１００％

（目標達成年度　令和１１年）



超過勤務の縮減

① 一斉定時退庁日等の実施

・定時退庁日を設定し、管理職員による定時退庁の率先垂範を行います。

② 事務の簡素合理化の推進

・会議や打合せについては、極力電子メール、庁内ＬＡＮ等を活用します。

・定例的、恒常的業務に係る事務のマニュアル化を図ります。

③ 超過勤務の縮減のための意識啓発等

・時間外勤務の上限（月４５時間、年間３６０時間）を超えることがないように努め、

　計画的・効率的な業務推進を徹底します。

・各部署ごとの超過勤務の状況を、人事担当課等で把握できるようにし、超過勤務の

　多い職場の管理職員からのヒアリングを行った上で、注意喚起を行います。

休暇取得の促進

　

　

　年次有給休暇の平均取得日数は増加傾向となっており、目標としていた令和６年度末

までの１人当たりの年次有給休暇取得日数（平均１２日）を達成できました。

　今後も、次の取組み等を通じて年次有給休暇が取得しやすい環境を整備し、休暇取得

の促進を図ります。

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

取得日数 １０日 ７.８日 １２.２日 １３.８日



年次有給休暇取得向上のための取組み

① 年次有給休暇の取得の促進

・管理職員に対して、部下の年次有給休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の

　取得を指導するようにします。

・各部署において業務計画を策定することにより、職員の計画的な年次有給休暇の取得

　促進を図ります。

・安心して職員が年次有給休暇の取得ができるよう、事務処理において相互応援ができ

　る体制を整備します。

・ＰＴＡ活動や地域における子ども会等の活動、ボランティア団体等の活動や行事にお

　ける年次有給休暇の取得促進を図ります。

② 連続休暇等の取得の促進

・週休日とその前後の日を組み合わせた年次有給休暇の

　取得促進を図ります。

・国民の祝日や夏季休暇、年末年始休暇と合わせた

　計画的な年次有給休暇の取得促進を図ります。

以上の取組みを通じた年次有給休暇の取得目標数値

１人当たりの平均１２日

（目標達成年度　令和１１年）



子育てバリアフリー

　子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な対応等のソフト面でのバリア

フリーの取組みを推進します。

子ども・子育てに関する地域貢献活動

①　子ども体験活動等の支援

・ 子どもが参加する地域の行事や活動に公共施設及びその敷地を提供します。

②　子どもを交通事故から守る活動の実施や支援

・ 交通事故の防止について綱紀粛正の通知等による呼びかけを実施します。

③　安全で安心して子どもを育てられる環境の整備

・ 地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援活動等への職員の積

　 極的な参加を支援します。

02 その他の次世代育成支援対策に関するもの



柔軟な人事管理

　女性職員の活躍推進に向けて、多様な職務経験ができるよう、柔軟な人事異動及び

人員配置を行います。

女性職員の管理職登用の推進

　

　女性職員の割合を職務の級ごとに比較した場合、級位が上がるにつれて割合が低く

なっています。要因としては、育児による時間製薬などにより十分な職務経験が蓄積

できないことやロールモデルとなる先輩職員がいないこと等が考えられます。

区分 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

５級職 ５９％
（１３/２２）

５５.６％
（１５/２７）

５０％
（１４/２８）

５０％
（１３/２６）

４３.８％
（１４/３２）

６級職 １２.５％
（１/８）

０％
（０/５）

１６.７％
（１/６）

１４.３％
（１/７）

１６.７％
（１/６）

７級職 ７.１％
（１/１４）

６.７％
（１/１５）

６.７％
（１/１５）

６.７％
（１/１５）

０％
（０/１４）

03 女性職員の活躍推進に関するもの



女性職員の活躍推進のための取組み

① 管理職等への登用

・管理職としての能力や意欲の向上を目的とした研修への派遣等を行い、女性管理職の

　育成を図るとともに、積極的な登用に努めます。

② 職場環境の整備

・育児と仕事の両立支援制度の充実及び周知を行い、女性職員が安心して長く勤められ

　る職場環境を整えます。

以上の取組みを通じた女性管理職の比率目標数値

１０％以上

（目標達成年度　令和１１年）



Promotion system
推進体制

01 目標を実現するために

　目標を実現していくためには、職員一人ひとりの具体的な行動はもちろん、職場全体で

積極的に取り組みを進めていくことが必要です。

02 各職員の取り組み

　職員は、本計画の趣旨及び内容を理解し、その目標達成のため個人のみならず、職場全

体で取り組むよう努めます。

　また、各部署のリーダーである所属長は、本計画を率先して計画を実践するとともに、

各部署において進捗状況の管理等を行うこととします。

03 所管課の取り組み

　人事担当課である総務課を所管課とし、本計画に定めた取り組み及び目標数値に係る相

談や情報提供を積極的に行うなど、職場全体における認知度向上を図ります。

　また、各種制度を利用しやすい職場の雰囲気づくりに資するとともに、計画に沿った積

極的な自主行動に繋がるよう、職員の意識改革に努め、本計画の実行を促します。


